
くらし・環境部 生活環境課 静岡県浄化槽保守点検業者登録条例 条例 第11条 帳簿 〇 〇

くらし・環境部 生活環境課 静岡県生活環境の保全等に関する条例 条例 第22条 記録表 〇 〇

くらし・環境部 生活環境課 静岡県生活環境の保全等に関する条例 条例 第46条第１項 記録表 〇 〇

くらし・環境部 生活環境課 静岡県生活環境の保全等に関する条例 条例 第46条第３項 記録表 〇 〇

くらし・環境部 水利用課 静岡県地下水の採取に関する条例 条例 第14条第２項 帳簿 〇 〇

くらし・環境部 水利用課 静岡県地下水の採取に関する条例 条例 第14条第３項 帳簿 〇

くらし・環境部 生活環境課
静岡県盛土等による環境の汚染の防止に
関する条例

条例 第16条第１項 書類の写し 〇 〇

くらし・環境部 生活環境課
静岡県盛土等による環境の汚染の防止に
関する条例

条例 第16条第２項 書類の写し 〇

健康福祉部 衛生課 公衆浴場法施行条例 条例 第4条第11号サ 記録 〇

健康福祉部 衛生課 公衆浴場法施行条例 条例 第4条第12号 記録 〇

健康福祉部 衛生課 公衆浴場法施行条例 条例 第4条第14号 計画書 〇

健康福祉部 衛生課 公衆浴場法施行条例 条例 第5条第5号 記録 〇

健康福祉部 衛生課 旅館業法施行条例 条例 第4条第2項第6号サ 記録 〇

健康福祉部 衛生課 旅館業法施行条例 条例 第4条第2項第6号チ 点検表 〇

健康福祉部 衛生課 旅館業法施行条例 条例 第4条第2項第7号ウ  記録 〇

交通基盤部 景観まちづくり課 静岡県屋外広告物条例 条例 第24条の3 帳簿 〇 〇

部局名 担当課 条例・規則名 分類 対象条項 対象書類 保存 作成 交付等 縦覧等



部局名 担当課 条例・規則名 分類 対象条項 対象書類 保存 作成 交付等 縦覧等

総務部 法務文書課
知事の所管に属する公益信託に係る許可
及び監督に関する規則

規則 第29条 書類、帳簿 〇 〇

財務部 税務課 静岡県税賦課徴収規則 規則 第27条第２項 証明書 〇

くらし・環境部 生活環境課
静岡県浄化槽保守点検業者登録条例施行
規則

規則 第11条第2項 帳簿、記録表 〇

くらし・環境部 生活環境課
静岡県浄化槽保守点検業者登録条例施行
規則

規則 第11条第4項 記録表 〇

くらし・環境部 生活環境課
静岡県生活環境の保全等に関する条例施
行規則

規則 第20条の3第1項 記録表 〇

くらし・環境部 生活環境課
静岡県生活環境の保全等に関する条例施
行規則

規則 第20条の3第2項 記録表 〇

くらし・環境部 生活環境課
静岡県生活環境の保全等に関する条例施
行規則

規則 第20条の3第3項 記録表 〇

くらし・環境部 生活環境課
静岡県生活環境の保全等に関する条例施
行規則

規則 第20条の3第4項 記録表 〇

くらし・環境部 生活環境課
静岡県生活環境の保全等に関する条例施
行規則

規則 第20条第6号 記録表 〇

くらし・環境部 生活環境課
静岡県生活環境の保全等に関する条例施
行規則

規則 第20条第7号 記録表 〇

くらし・環境部 生活環境課
静岡県生活環境の保全等に関する条例施
行規則

規則 第9条第4号 記録表 〇 〇

くらし・環境部 水利用課
静岡県地下水の採取に関する条例施行規
則

規則 第10条第2項 帳簿 〇

くらし・環境部 水利用課
静岡県地下水の採取に関する条例施行規
則

規則 第10条第３項 帳簿 〇

健康福祉部 福祉指導課
無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に
関する規則

規則 第7条 記録 〇 〇

健康福祉部 福祉指導課
無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に
関する規則

規則 第9条第5項 記録 〇 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則
第23条第1項（第45条にお
いて準用する場合を含む）

訪問介護計画 〇



部局名 担当課 条例・規則名 分類 対象条項 対象書類 保存 作成 交付等 縦覧等

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則 第23条第4項 訪問介護計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則
第40条第2項第1号（第45条
において準用する場合を含
む）

訪問介護計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則 第71条第3項 訪問看護計画書、訪問看護報告書 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則 第72条第1項 訪問看護計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則 第72条第4項 訪問看護計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則 第72条第5項 訪問看護報告書 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則 第76条第2項第2号 訪問看護計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則 第76条第2項第3号 訪問看護報告書 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則 第84条第1項 訪問リハビリテーション計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則 第84条第5項 訪問リハビリテーション計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則 第86条第2項第1号 訪問リハビリテーション計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則
第104条第1項（第133条に
おいて準用する場合を含
む）

通所介護計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則 第104条第4項 通所介護計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則
第110条第2項第1号（第133
条において準用する場合を
含む）

通所介護計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則 第139条第1項 通所リハビリテーション計画 〇



部局名 担当課 条例・規則名 分類 対象条項 対象書類 保存 作成 交付等 縦覧等

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則 第139条第5項 通所リハビリテーション計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則 第143条第2項第1号 通所リハビリテーション計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則
第154条第1項（第179条及
び第186条において準用する
場合を含む）

短期入所生活介護計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則
第154条第4項（第179条及
び第186条において準用する
場合を含む）

短期入所生活介護計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則
第165条第2項第1号（第179
条及び第186条において準用
する場合を含む）

短期入所生活介護計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則
第193条第1項（第214条に
おいて準用する場合を含
む）

短期入所療養介護計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則
第193条第4項（第214条に
おいて準用する場合を含
む）

短期入所療養介護計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則 第201条第2項第1号 短期入所療養介護計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則
第225条第1項（第246条に
おいて準用する場合を含
む）

特定施設サービス計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則
第225条第5項（第246条に
おいて準用する場合を含
む）

特定施設サービス計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則 第234条第2項第1号 特定施設サービス計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定居宅サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する規則

規則 第245条第2項第1号 特定施設サービス計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び
運営の基準に関する規則

規則 第14条第1項 施設サービス計画 〇



部局名 担当課 条例・規則名 分類 対象条項 対象書類 保存 作成 交付等 縦覧等

健康福祉部 福祉指導課
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び
運営の基準に関する規則

規則 第14条第8項 施設サービス計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び
運営の基準に関する規則

規則 第40条第2項第1号 施設サービス計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
介護老人保健施設の施設、人員並びに設
備及び運営の基準に関する規則

規則 第15条第1項 施設サービス計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
介護老人保健施設の施設、人員並びに設
備及び運営の基準に関する規則

規則 第15条第8項 施設サービス計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
介護老人保健施設の施設、人員並びに設
備及び運営の基準に関する規則

規則 第40条第2項第1号 施設サービス計画 〇

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則 第72条第2項第3号 介護予防訪問看護報告書 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則 第72条第2項第2号 介護予防訪問看護計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則 第75条第1項第2号 介護予防訪問看護計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則 第75条第1項第2号 介護予防訪問看護計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則 第75条第1項第5号 介護予防訪問看護計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則 第75条第1項第13号 介護予防訪問看護報告書 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則 第82条第2項第1号 介護予防訪問リハビリテーション計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則 第85条第1項第2号 介護予防訪問リハビリテーション計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則 第85条第1項第6号 介護予防訪問リハビリテーション計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則 第121条第2項第1号 介護予防通所リハビリテーション計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則 第124条第1項第2号 介護予防通所リハビリテーション計画 ○



部局名 担当課 条例・規則名 分類 対象条項 対象書類 保存 作成 交付等 縦覧等

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則 第124条第1項第6号 介護予防通所リハビリテーション計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則
第140条第2項第1号（第158
条及び第170条において準用
する場合を含む）

介護予防短期入所生活介護計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則
第143条第1項第2号（第163
条及び第170条において準用
する場合を含む）

介護予防短期入所生活介護計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則
第143条第1項第5号（第163
条及び第170条において準用
する場合を含む）

介護予防短期入所生活介護計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則
第179条第2項第1号（第195
条において準用する場合を
含む）

介護予防短期入所療養介護計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則
第182条第1項第2号（第200
条において準用する場合を
含む）

介護予防短期入所療養介護計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則 第182条第1項第5号 介護予防短期入所療養介護計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則 第215条第2項第1号 介護予防特定施設サービス計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則
第218条第1項第2号（第235
条において準用する場合を
含む）

介護予防特定施設サービス計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則 第218条第1項第4号 介護予防特定施設サービス計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
指定介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する規則

規則 第232条第2項第1項 介護予防特定施設サービス計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
介護医療院の施設、人員並びに設備及び
運営の基準に関する規則

規則
第16条第1項（第52条にお
いて準用する場合を含む）

施設サービス計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
介護医療院の施設、人員並びに設備及び
運営の基準に関する規則

規則
第16条第8項（第52条にお
いて準用する場合を含む）

施設サービス計画 ○

健康福祉部 福祉指導課
介護医療院の施設、人員並びに設備及び
運営の基準に関する規則

規則 第41条第2項第1号 施設サービス計画 ○



部局名 担当課 条例・規則名 分類 対象条項 対象書類 保存 作成 交付等 縦覧等

交通基盤部 景観まちづくり課 静岡県屋外広告物条例施行規則 規則 第26条 帳簿 〇 〇

交通基盤部 景観まちづくり課 静岡県都市開発資金貸付規則 規則
第16条（第23条において準
用する場合を含む）

台帳等 〇 〇

交通基盤部 生活排水課 静岡県流域下水道事業財務規則 規則 第76条第1項 帳簿 〇 〇

交通基盤部 生活排水課 静岡県流域下水道事業財務規則 規則 第76条第3項 帳簿 〇

出納局 会計支援課 静岡県財務規則 規則 第121条第1項 帳簿 〇 〇

出納局 会計支援課 静岡県財務規則 規則 第171条 帳簿 〇 〇

出納局 会計支援課 静岡県財務規則 規則 第172条 回金内訳簿 〇 〇

出納局 会計支援課 静岡県財務規則 規則 第176条  帳票、証拠書類 〇

出納局 会計支援課 静岡県財務規則 規則 第94条第2項 現金出納簿 〇 〇

出納局 会計支援課 静岡県証紙規則 規則 第21条 収入証紙出納簿 〇 〇


